
第10回 館長の水彩日記展

場所 １階  ギャラリー
問 ゆめぷらっと小城  管理室　☎37・6601

日時 ４月１日（水）８時30分 ～ 10日（金）17時
観覧料 無料

小城ウインドアンサンブル　
第31回 グリーンコンサート

場所 ２階  天山ホール
問 ☎080・1733・3611（今泉）

日時 ４月26日（日） 開場 13時30分　開演 14時 
入場料 無料

持参品 エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り用の箱・タッパー

場所 １階  クッキングスタジオ

問 ゆめぷらっと小城  管理室　☎37・6601

まちの元気塾　「楽し！美味しい！手づくりパン教室」
日時 ４月19日（日） 13時 ～ 16時

参加費 1,500円
パンづくり指導

なかしま

ケイ

けい
オープンオーブンkei 手作りパン洋菓子教室 
JHBS師範　中島圭子 さん

こ

定員 15人（15歳以上対象）

小城町253番地21
☎37・6601

インフォメーション
８時30分
～22時

開館時間

各種相談 祝日・年末年始は
開催していませんこんなトラブルにご注意を！！

マイナンバーカードおよびパスポート
交付の時間外手続きのお知らせ

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6107

本誌22ページ
「健康だより」を
ご覧ください

三日月町　ゆめりあ 9：30

～
11：00

小城町　桜楽館
牛津町　アイル

生活相談
（生活・
家計・仕事）

毎週
月～金曜日

小城市生活自立支援
センター（桜楽館内）
☎73・2700

８：30

～

17：15
消費生活
相談

（要予約）

毎週
月・火・水・金
曜日

小城市役所
消費生活センター
☎72・5667

9：30

～

16：30

行政相談
☎37・6112

毎月
第３火曜日

小城市役所別館
（ゆめりあ北側）

13：30

～

15：30

人権相談
☎37・6136

毎月第１火曜日 小城市役所別館
（ゆめりあ北側）

13：30

～

15：30毎月第３火曜日

障がい者
相談

毎週
月～金曜日

小城・多久障害者相談
支援センター（桜楽館内）

☎７１・１２５０

８：30

～

17：15

（家族による
家族のための）
精神障害
悩み相談

毎週月曜日
佐賀県精神保健
福祉連合会事務局
☎72・4797

10：00

～

13：00毎週火〜日曜日（祝日・年末年始も実施）
☎090・8357・7963（松田）

小城市消費生活センター　☎72・５６６７
（月・火・水・金曜日 ９時30分〜16時30分）
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ

問

問 申  市民課　☎３７・６１００

【パスポート交付】（予約制）
市LINE公式アカウントまたは電話にて予約してください。
〈４月平日〉  毎週木曜日
　　　　　　17時15分～19時（予約は当日17時まで）
〈４月日曜日〉  ５日（日）、12日（日）　９時〜12時
　　　　　　  （�予約は直前の平日開庁日17時まで）
※�パスポート申請受付や申請の相談は取り扱いません。

申請は、平日の開庁時間内にお越しください。

平日の開庁時間内に来庁でき
ない人のために、時間外窓口
を開設します。
予約枠には限りがあります。お早めにご予約ください。

予約はこちらから
（市LINE公式アカウント）

【マイナンバーカード】
〈４月平日〉  毎週木曜日　17時15分〜19時
　　　　　　※�当日17時までに市LINE公式アカウント

または電話での予約が必要です。
〈４月日曜日〉  ５日（日）、12日（日）　９時〜12時
〈共通事項〉 
開設場所  小城市役所  西館１階  市民課
取扱業務  ・・�マイナンバーカードの申請・交付
※�顔写真の無料撮影サービスを行っています。
・・�電子証明書の発行・更新
・・暗証番号の変更・再設定

詳細は
こちら

Q1.どのような内容を相談できますか？
　「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになっ
た」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に
関する消費者と事業者間のトラブルについて相談で
きます。事業者との自主交渉の方法や具体的な解決
策などについて助言します。ケースによっては交渉
の手伝い（あっせん）をすることもあります。

Q2.どこに電話すればよいですか？
　局番なしの「１８８」におかけください。お近く
の消費生活センターなどにつながります。または下
記の番号におかけください。

Q3.料金は？　秘密は守られますか？
　相談は無料ですが、通話料はかかります。
　消費生活相談員には守秘義務がありますので安心
してご相談ください。

消費生活センター
一人で悩まず、気軽に相談を！！
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